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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第804号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、山形県知事から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。

　　令和５年11月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　酒田市袖浦地内及び坂野辺新田地内

２　公共測量を実施する期間

　　令和５年10月24日から令和６年３月25日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第805号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課において令和５年11月14日から同月28日まで縦覧に供

する。

　　令和５年11月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　長井飯豊線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

県 章
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　公安委員会関係　

規　　　　　則

　山形県道路交通規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和５年11月14日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　柴　　　田　　　曜　　　子

山形県公安委員会規則第６号

　　　山形県道路交通規則の一部を改正する規則

　山形県道路交通規則（昭和49年２月県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第30条中「第１号」を「第１号（法第104条の４第２項の規定により免許を取り消されたときを除く。）」に改め

る。

　別記様式第28号を次のように改める。

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

西置賜郡飯豊町大字小白川字大巻4186番から

同　　　　　　　　　　　　　　3197番１まで
旧

44.5

　 　  ～

11.2

メートル

158
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
44.5

　 　  ～

12.8

メートル

同　上
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様式第28号（第30条関係）

運転免許証返納届出書

　　山形県公安委員会殿

　備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

　別記様式第32号から別記様式第32号の４までを次のように改める。 
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様式第32号（第32条の２関係）

運転経歴証明書交付申請書兼記載事項変更届

　　山形県公安委員会殿

　備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第32号の２（第32条の２関係）

運転経歴証明書記載事項変更届

　　山形県公安委員会殿

　備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第32号の３（第32条の２関係）

運転経歴証明書再交付申請書兼記載事項変更届

　　山形県公安委員会殿

　備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第32号の４（第32条の２関係）

運転経歴証明書返納届出書

　　山形県公安委員会殿

　備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

　　　附　則

　この規則は、令和５年11月26日から施行する。
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正　　　　　誤

発行年月日
県公報

番　号
ページ 行 誤 正

令和 5.11. 7 第452号 1153 下から４ 下から16 44

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により米沢市から聴取した大規模小売店舗の

周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の概要は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、産業労働部商業振興・経営支援課及び米沢市役所において令和５年12月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和５年11月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　意見の聴取に係る大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ツルハドラッグ米沢駅東口店

　　米沢市駅前一丁目1937番地７

２　大規模小売店舗の新設に係る届出の公告を行った日

　　令和５年９月１日

３　意見の概要

　　店舗が児童生徒の通学路に面しているため、搬入車両等の通行時の安全対策には十分配慮すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により米沢市から聴取した大規模小売店舗の

周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の概要は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、産業労働部商業振興・経営支援課及び米沢市役所において令和５年12月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和５年11月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　意見の聴取に係る大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヨークタウン成島

　　米沢市大字塩井字成島町北浦四外

２　大規模小売店舗の変更に係る届出の公告を行った日

　　令和５年８月４日

３　意見の概要

　　店舗が児童生徒の通学路に面しているため、搬入車両等の通行時の安全対策には十分配慮すること。
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